
聖

籠

町

訓

令

第

一

号

 

聖

籠

町

職

員

服

務

規

程

等

の

特

例

を

定

め

る

規

程

の

一

部

を

改

正

す

る

訓

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

 
平

成

二

十

四

年

一

月

十

一

日

 

聖

籠

町

長

 

渡

邊

 

廣

吉

 
 

 

聖

籠

町

職

員

服

務

規

程

等

の

特

例

を

定

め

る

規

程

の

一

部

 

を

改

正

す

る

訓

令
 

聖

籠

町

職

員

服

務

規

程

等

の

特

例

を

定

め

る

規

程

（

平

成

四

年

聖

籠

町

訓

令

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

第

一

項

中

「

勤

務

日

、

」

を

削

り

、

「

「

勤

務

時

間

」

」

を

「

「

勤

務

時

間

等

」

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

を

削

り

、

同

項

第

二

号

中

「

四

十

時

間

」

を

「

三

十

八

時

間

四

十

五

分

」

に

改

め

、

同

号

た

だ

し

書

き

を

削

り

、
同

号

を

第

一

号

と

し

、
同

項

第

三

号

中
「

お

い

て

」
を
「

お

い

て

は

」
に

、
「

八

時

間

」
を
「

七

時

間

四

十

五

分

」

に

改

め

、

同

号

を

第

二

号

と

し

、

同

項

第

四

号

を

第

三

号

と

す

る

。

 

附

 

則

 

こ

の

訓

令

は

、

公

示

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 


